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第１ 調査の概要 

 自動車騒音の状況の常時監視は、騒音規制法第 18 条により都道府県知事（市の区域は市

長）の義務とされ、石川県では平成 13年度から監視を実施している。 

 本報告書は、「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事

務の処理基準について（平成 23年 9月 14日環管自発第 110914001 号。以下「事務処理基準」

という。）」に基づき、令和 6年度の石川県内における自動車騒音の状況をまとめたものであ

る。 

１ 評価対象道路 

石川県は、令和 3年度全国道路交通情勢調査の区間（以下、「道路交通センサス区間」と

いう。）のうち、環境基準の地域類型を当てはめた地域を通過する幹線交通を担う道路（2

車線以上の車線を有する高速自動車国道及び一般国道、県道）であって、昼間 12時間の小

型車類換算交通量が 8,000 台以上の区間に面する地域を監視地域としている。 

また、平成 24年度から、市の区域については市（金沢市は平成 15年度から）が監視を

実施しており、令和 6年度の石川県全体での評価対象道路区間数は、表１－１のとおりで

ある。 

なお、珠洲市、志賀町、穴水町及び能登町については令和 6年 1月 1 日に発生した能登

半島地震の影響により、評価を中断した。 

表１－１ 評価対象道路の市町域センサス区間数（令和 6年度） 

注 1) 市町域センサス区間とは、道路交通センサス区間を市町の行政界で分割したものをいう。 

注 2) 4 車線以上の市町道は、道路交通センサスの対象となっていないため、道路区間数によった。 

市町
高速自動車
国　　道

一般国道 県道
4車線以上の

市町道
計

金沢市 8 28 13 49
七尾市 8 8 16
小松市 2 8 8 18
輪島市 2 1 3
珠洲市 0
加賀市 3 6 9
羽咋市 3 1 4

かほく市 3 6 9
白山市 3 6 20 29
能美市 1 1 4 6

野々市市 4 13 17
川北町 4 4
津幡町 4 5 9
内灘町 6 6
志賀町 0

宝達志水町 2 2 4
中能登町 2 2
穴水町 0
能登町 0

計 6 54 112 13 185
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２ 環境基準の評価方法（面的評価） 

環境基準の評価方法は、事務処理基準により、道路端から 50 m の範囲にある全ての住

居等を対象として、騒音測定地点での沿道騒音レベルから住居等までの距離や沿道建物の

立地密度等の状況を考慮して戸々の住居等の騒音レベルを推定し、評価区間ごとに環境基

準の基準値を達成する住居等の戸数とその割合を把握する方法（以下、「面的評価」とい

う。）で実施した（図１－１）。 

騒音測定地点 道 路 

図１－１ 面的評価の概要 

３ 沿道状況・騒音状況の調査及び面的評価 

令和 6年度は、県と各市で、30市町域センサス区間において、沿道騒音レベル、交通量

等を把握する「騒音測定調査」を、35市町域センサス区間で住居の位置、戸数等を把握す

る「沿道状況調査」を実施した。 

また、これらについては、環境省の面的評価支援システム等を用いて面的評価を行った。 

50ｍ 

環境基準超過 環境基準達成 

騒音測定地点の沿道騒音レベルから
個々の住居等の騒音レベルを推定 

環境基準を達成する住居等の
戸数と割合を把握 

環境基準

達成率 
＝ 

環境基準達成戸数（ 9 戸） 

評価区間内全戸数（15 戸） 

＝ 60％ 
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第２ 環境基準の達成状況 

令和 6年度の環境基準の達成状況は、県が実施した町の区域における面的評価結果（25

市町域センサス区間）と、金沢市など 10市が実施した面的評価結果（160市町域センサス

区間）を合わせて評価した。（計 185市町域センサス区間） 

１ 環境基準の達成状況の概要 

令和 6 年度における道路に面する地域に立地している住居等（道路端から 50 m 以内

の 46,785戸）の環境基準達成状況は、表２－１のとおり、昼間（6時～22 時）で 98.3％

（46,785 戸のうち 45,984 戸が達成）、夜間（22 時～6 時）で 97.5％（46,785 戸のうち

45,632戸が達成）であった。 

また、昼夜間とも環境基準を達成していたのは 97.4％（46,785戸のうち 45,584 戸が

達成）、昼間のみ環境基準を達成したのは 0.9％（400戸）、夜間のみ環境基準を達成して

いたのは 0.1％（48戸）、昼夜間とも環境基準を超過していたのは 1.6％（753戸）であ

った。 

表２－１ 環境基準の達成状況（令和 6年度） 

※珠洲市、志賀町、穴水町及び能登町については評価を中断

図２－１ 環境基準の達成状況の評価結果 

※ 表２中の昼達成＝昼夜間とも達成＋昼間のみ達成

 夜達成＝昼夜間とも達成＋夜間のみ達成 

※ 数値処理の関係上、合計が 100％にならない場合がある。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

県全体R06年度

全国 R05年度

97.4%

95.0%

0.9%

2.2%

0.1%

0.3%

1.6%

2.5%

昼夜間とも達成 昼間のみ達成 夜間のみ達成 昼夜間とも超過

達成戸数
（戸）

(達成率)
達成戸数
（戸）

(達成率)
達成戸数
（戸）

(達成率)

金沢市の区域 25,911 25,472 (98.3%) 25,241 (97.4%) 25,222 (97.3%)

七尾市の区域 1,727 1,717 (99.4%) 1,718 (99.5%) 1,717 (99.4%)

小松市の区域 2,417 2,413 (99.8%) 2,404 (99.5%) 2,404 (99.5%)

輪島市の区域 979 979 (100.0%) 979 (100.0%) 979 (100.0%)

珠洲市の区域 - - - -

加賀市の区域 1,645 1,643 (99.9%) 1,641 (99.8%) 1,639 (99.6%)

羽咋市の区域 370 370 (100.0%) 370 (100.0%) 370 (100.0%)

かほく市の区域 1,628 1,620 (99.5%) 1,623 (99.7%) 1,620 (99.5%)

白山市の区域 3,917 3,879 (99.0%) 3,831 (97.8%) 3,829 (97.8%)

能美市の区域 470 469 (99.8%) 469 (99.8%) 469 (99.8%)

野々市市の区域 3,609 3,361 (93.1%) 3,278 (90.8%) 3,277 (90.8%)

町の区域
（県が評価実施）

4,112 4,061 (98.8%) 4,078 (99.2%) 4,058 (98.7%)

石川県全体 46,785 45,984 (98.3%) 45,632 (97.5%) 45,584 (97.4%)

夜　間 昼　夜　間住居等
戸　数
（戸）

区  分

昼　間

- 3 -



２ 近接空間と非近接空間での環境基準達成状況 

幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値が適用される地域（18,435 戸：以下、「近

接空間」という。）では、昼夜間とも環境基準を達成していたのは 97.2％（17,915 戸）、

昼間のみ環境基準を達成していたのは 1.0％（180戸）、夜間のみ環境基準を達成してい

たのは 0.1％（12戸）、昼夜間とも環境基準を超過していたのは 1.8％（328 戸）であっ

た。 

一方、幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値が適用されない地域（28,350 戸：

以下、「非近接空間」という。）では、昼夜間とも環境基準を達成していたのは 97.6％

（27,669 戸）、昼間のみ環境基準を達成していたのは 0.8％（220 戸）、夜間のみ環境基

準を達成したのは 0.1％（36 戸）、昼夜間とも環境基準を超過していたのは 1.5％（425

戸）であった。 

図２－２ 近接空間と非近接空間での達成状況 

※「近接空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離に応じた範囲のことをいう。

・2 車線以下の車線を有する幹線道路  道路端から 15 メートルの範囲 

・2 車線を超える車線を有する幹線道路 道路端から 20 メートルの範囲

※「非近接空間」とは、道路端から 50 メートルの範囲のうち近接空間を除く範囲のことをいう。

※ 数値処理の関係上、合計が 100％にならない場合がある。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

近接空間

非近接空間

97.2%

97.6%

1.0%

0.8%

0.1%

0.1%

1.8%

1.5%

昼夜間とも達成 昼間のみ達成 夜間のみ達成 昼夜間とも超過
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３ 道路種類別の環境基準達成状況 

  道路種類別の環境基準達成状況は、昼夜間とも環境基準を達成していたのは、高速自

動車国道で 83.2％（190戸中 158戸）、一般国道で 92.5％（12,604 戸中 11,659 戸）、県

道で 99.0％（30,111 戸中 29,823戸）、４車線以上の市町道で 99.7％（5,077 戸中 5,062

戸）であった。 

 

図２－３ 道路種類別の達成状況 

※ 数値処理の関係上、合計が 100％にならない場合がある。

４ 時間帯別の環境基準達成状況 

時間帯別の環境基準達成状況は、非近接空間（昼間）が 98.4％と最も高く、近接空間

（夜間）が 97.2％と最も低くなっていた。 

 

 

図２－４ 時間帯別の達成状況 

9 8 . 0 %

9 8 . 6 %

9 3 . 1 %

9 3 . 6 %

9 6 . 0 %

9 6 . 6 %

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

全 体 （ 昼 間 ）

全 体 （ 夜 間 ）

近 接 空 間 （ 昼 間 ）

近 接 空 間 （ 夜 間 ）

非 近 接 空 間 （ 昼 間 ）

非 近 接 空 間 （ 夜 間 ）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速自動車国道

一般国道

県道

４車線以上の市町道

83.2%

92.5%

99.0%

99.7%

8.4%

2.4%

0.4%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

8.4%

5.1%

0.4%

0.1%

昼夜間とも達成 昼間のみ達成 夜間のみ達成 昼夜間とも超過

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（昼間）

全体（夜間）

近接空間（昼間）

近接空間（夜間）

非近接空間（昼間）

非近接空間（夜間）

98.3%

97.5%

98.2%

97.2%

98.4%

97.7%

達成率
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５ 環境基準の達成状況の経年変化 

  平成 13年度からの環境基準達成状況は、表２－２のとおりであった。 

表２－２ 環境基準の達成状況の経年変化 

年  度 
市町域センサス

区間数 

対象戸数 

（戸） 

環境基準達成率（％） 

昼間 夜間 昼夜間 

平成 13 年度 11 2,811 86.8 93.6 86.7 

平成 14 年度 50 10,256 96.4 94.5 94.2 

平成 15 年度 106 16,162 96.6 96.0 95.6 

平成 16 年度 160 23,407 96.8 97.2 96.1 

平成 17 年度 162 26,760 95.9 95.7 94.7 

平成 18 年度 166 30,677 94.8 94.3 93.1 

平成 19 年度 168 33,000 95.3 95.3 94.1 

平成 20 年度 171 36,452 96.0 95.9 95.0 

平成 21 年度 176 38,927 96.0 96.0 95.0 

平成 22 年度 171 35,668 95.5 95.5 94.5 

平成 23 年度 178 38,206 96.1 95.8 95.1 

平成 24 年度 157 26,430 98.1 97.3 97.2 

平成 25 年度 175 36,825 97.4 96.5 96.4 

平成 26 年度 184 41,549 97.1 96.1 95.9 

平成 27 年度 186 42,307 96.7 95.8 95.6 

平成 28 年度 190 44,522 97.5 96.7 96.5 

平成 29 年度 197 47,146 98.0 97.4 97.2 

平成 30 年度 198 49,622 97.9 97.5 97.2 

令和元年度 197 49,686 98.1 97.6 97.3 

令和 2 年度 197 50,003 98.2 97.7 97.4 

令和 3 年度 191 47,841 98.2 97.5 97.2 

令和 4 年度 191 47,811 98.3 97.6 97.3 

令和 5 年度 191 47,993 98.4 97.6 97.4 

令和 6 年度 185 46,785 98.3 97.5 97.4 
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６ 市町別の環境基準達成状況 

市町別の環境基準達成状況は、表２－３及び表２－４のとおりであった。 

表２－３ 市町別の環境基準達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※珠洲市、志賀町、穴水町及び能登町については評価を中断

７ 市町域センサス区間別の環境基準達成状況 

市町域センサス区間別の環境基準達成状況は、表２－５のとおりであった。 

なお、「３ 道路種類別の環境基準達成状況」の詳細は、表２－６のとおりである。 

昼 夜 昼夜 昼 夜 昼夜

1 金沢市 49 25,911 25,472 25,241 25,222 98.3 97.4 97.3

2 七尾市 16 1,727 1,717 1,718 1,717 99.4 99.5 99.4

3 小松市 18 2,417 2,413 2,404 2,404 99.8 99.5 99.5

4 輪島市 3 979 979 979 979 100.0 100.0 100.0

5 珠洲市 0 - - - - - - -

6 加賀市 9 1,645 1,643 1,641 1,639 99.9 99.8 99.6

7 羽咋市 4 370 370 370 370 100.0 100.0 100.0

8 かほく市 9 1,628 1,620 1,623 1,620 99.5 99.7 99.5

9 白山市 29 3,917 3,879 3,831 3,829 99.0 97.8 97.8

10 能美市 6 470 469 469 469 99.8 99.8 99.8

11 野々市市 17 3,609 3,361 3,278 3,277 93.1 90.8 90.8

160 42,673 41,923 41,554 41,526 98.2 97.4 97.3

12 川北町 4 246 230 239 230 93.5 97.2 93.5

13 津幡町 9 1,389 1,354 1,362 1,351 97.5 98.1 97.3

14 内灘町 6 1,961 1,961 1,961 1,961 100.0 100.0 100.0

15 志賀町 0 - - - - - - -

16 宝達志水町 4 463 463 463 463 100.0 100.0 100.0

17 中能登町 2 53 53 53 53 100.0 100.0 100.0

18 穴水町 0 - - - - - - -

19 能登町 0 - - - - - - -

25 4,112 4,061 4,078 4,058 98.8 99.2 98.7

185 46,785 45,984 45,632 45,584 98.3 97.5 97.4石川県全体

環境基準達成率
（％）

住
居
等
戸
数

一
連
番
号

市町

町の区域の計

市の区域の計

市町
域セ
ンサ
ス区
間数

環境基準達成戸数
（戸）
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第３ 道路交通騒音対策 

 道路交通騒音対策は、図３－１及び表３－１のとおりであり、環境基準の達成を図るため、

国、道路管理者及び関係市町等と連携しながら、これらの道路交通騒音対策を総合的に推進

することとしている。 

図３－１ 道路交通騒音対策の体系図 

表３－１ 道路交通騒音対策の効果の概要 
対策の内容 対策の効果 

①自動車単体対策 平成４年中央公害対策審議会答申及び平成 7 年中央環境審議会答
申に基づく単体規制適合車に全て代替した場合 車種により 0.9～1.3dB 

②交通流対策 ・速度 10ｋｍ/ｈ低下で
・交通量２割削減で

約１dB 
約１dB 

③道路構造対策 ・低騒音舗装

・環境施設帯（片側 10ｍ）
・遮音壁（平面構造に高さ 3ｍの遮音壁）

約３dB前後 

約７dB 
約１０dB 

④沿道対策

・ 

・住宅と道路の間に空き地を設けた場合 
（セットバック等）道路端から 10ｍで

 道路端から 20ｍで 

・緩衝建築物を設けた場合、建物の道路面裏側で

約５dB 
約８dB 

約１５～２０dB 

（注）各種措置が一定の条件下で講じられた場合における当該措置効果について、環境庁が推計したもの及び既存資料による。 

 環境庁 「道路交通騒音対策検討会」中間とりまとめ資料 H12.8 より 

１．今後取り組む対策 

                               

２．今後の研究課題
(1) 自動車騒音低減技術
(2) 効果的・効率的な公共交通機関等の利用促進対策
(3) 道路構造対策における技術開発・研究の促進
(4) 沿道対策の充実強化

発 生 源 対 策 規制手法の見直し 
・加速走行騒音規制、定常
走行騒音規制

・近接排気騒音規制

・都市鉄道の整備
・各種バス利用促進対策
・交通結節点の整備

・流通業務市街地の整備
・内航船への転換の推進

交 通 流 対 策 道路ﾈｯﾄﾜｰｸの整備 

交 通 量 の 低 減 

・マフラーの事前認証制度の導入
・試験方法を含めた騒音規制手法
見直しの検討

・タイヤ単体規制の検討

・低公害車の技術開発等の推進
・国・地方公共団体による率先導入の
推進

・財政支援措置
・低公害車の普及啓発等

・公共交通機関の利用促進

・流通機能の向上

・高度道路交通システム(ITS)の推進
・ドライバへの適切な情報提供の推進
・大型車の中央寄り車線規制等の実施
・速度超過車両、過積載車両、整備不
良車両等の取り締まりの実施

 

 

 

・エコドライブの普及促進
・公共交通機関等の利用促進

幹線道路沿道に適合した土地の利用の誘導 

交 通 規 制 等 

道路構造対策 

沿道地区計画、沿道地区整備計画の策定及び実施の促進 

普 及 啓 発 

自動車 NOx・PM 法の進行管理 

自動車騒音常時監視 

※環境庁「今後の自動車騒音対策の取組方針」Ｈ21.6

低公害車の普及 

沿 道 対 策 

その他の対策 

土地区画整理事業、市街化再開発事業等の手法の活用 

都市構造の転換 

環境省「今後の自動車騒音対策の取組方針」H21.6 より
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（データ編） 





 

１ 常時監視計画について 

令和 6年度の調査は「令和 3年度道路交通センサス」に示す幹線道路のうち、騒音に係

る環境基準の地域の類型をあてはめる地域内にあって、かつ環境基準の超過するおそれの

ある区間（昼間 12時間換算交通量 8千台以上）である 25道路交通センサス区間を監視対

象区間とした。（市の調査区域は各市が評価を実施） 

換算交通量とは、大型車類の交通量を 4.467※※倍に換算した小型車類の交通量 
※※「道路交通騒音の予測モデル“ASJ RTN-Model 2008”」に基づき計算 

平成 13 年度から平成 18 年度の調査は平成 11 年道路交通センサスに示す区間から選定 
平成 19 年度から平成 23 年度の調査は平成 17 年道路交通センサスに示す区間から選定 
平成 24 年度から平成 28 年度の調査は平成 22 年道路交通センサスに示す区間から選定 
平成 29 年度から令和 5 年度の調査は平成 27 年道路交通センサスに示す区間から選定 

図４－１ 常時監視対象区間の選定のフロー 

面的評価の対象とする道路 

高速自動車国道、一般国道、県道 

（R03 道路交通センサスにおける交通量調査区間 540 区間） 

県の区域（市の区域を除く区域） 

（R03 道路交通センサス区間中 108 区間） 

環境基準が設定され、かつ昼間 12 時間換算

交通量 8,000 台以上の区間 

（R03 道路交通センサス区間中 26 区間） 

県による環境基準達成状況評価 31 区間 

(注：うち、志賀町、穴水町及び能登町の計 6 区間については評価を中断) 

市の区域 

（市が評価を実施） 

環境基準が設定され、かつ昼間 12 時間

換算交通量 8,000 台未満の区間 

（地域バランスを考慮、能登地区 5 区間） 

2車線以上の道路 

（R03 道路交通センサス区間中 483 区間） 
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２ 評価について 

(1) 面的評価支援システムに用いたデータ等

令和 6年度の環境基準の達成状況の評価のために用いた面的評価支援システム及び面的

評価に用いたデータ等は、表４－１－１及び表４－１－２のとおりである。 

(2) 評価区間ごとの環境基準達成状況

表２－５に市町域サンサス区間ごとの環境基準達成状況を示したが、評価区間（自動車

の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせるよう道路交通センサス区間を市町境界及

び環境基準、道路構造、遮音壁・低騒音舗装等の騒音対策等により区間を分割した区間）

ごとの環境基準達成状況は、図４－１～図４－４０及び表４－２のとおりであった。 

(3) 複数の評価区間に重複して計上される住居等の状況

図２－３及び表２－６に道路種類別の環境基準達成状況を示したが、評価対象道路ごと

に評価するため評価対象道路が相互に交差する交差点の近傍では評価対象道路ごとに戸

数等を重複計上している。 

このように複数の評価区間で重複計上した戸数は、表４－３のとおりである。 

表４－１－１ 面的評価に使用したシステム等 

区分 基本システム 電子住宅地図 
GIS エンジン 騒音予測モデル 

石川県 
環境省が提供する 
面的評価システム（Ver.5.2.2） 

ActiveMap 
for.NET 

ASJ RTN-Model 
2018 

（株）ゼンリン社製 
Zmap-TOWNⅡ 

金沢市 
環境省が提供する 
面的評価システム（Ver.5.2.2） 

ActiveMap 
for.NET 

ASJ RTN-Model 
2018 

（株）ゼンリン社製 
Zmap-TOWNⅡ 

七尾市 
環境省が提供する 
面的評価システム（Ver.5.2.2） 

ActiveMap 
for.NET 

ASJ RTN-Model 
2018 

（株）ゼンリン社製 
Zmap-TOWNⅡ 

小松市 
環境省が提供する 
面的評価システム（Ver.5.0.0） 

ActiveMap 
for.NET 

ASJ RTN-Model 
2018 

（株）ゼンリン社製 
Zmap-TOWNⅡ 

輪島市 
環境省が提供する 
面的評価システム（Ver.5.0.0） 

ActiveMap 
for.NET 

ASJ RTN-Model 
2018 

（株）ゼンリン社製 
Zmap-TOWNⅡ 

珠洲市 - - - - 

加賀市 
環境省が提供する 
面的評価システム（Ver.5.2.2） 

ActiveMap 
for.NET 

ASJ RTN-Model 
2018 

（株）ゼンリン社製 
Zmap-TOWNⅡ 

羽咋市 
環境省が提供する 
面的評価システム（Ver.5.0.0） 

ActiveMap 
for.NET 

ASJ RTN-Model 
2018 

（株）ゼンリン社製 
Zmap-TOWNⅡ 

かほく市 
環境省が提供する 
面的評価システム（Ver.5.2.2） 

ActiveMap 
for.NET 

ASJ RTN-Model 
2018 

（株）ゼンリン社製 
Zmap-TOWNⅡ 

白山市 
環境省が提供する 
面的評価システム（Ver.5.2.2） 

ActiveMap 
for.NET 

ASJ RTN-Model 
2018 

（株）ゼンリン社製 
Zmap-TOWNⅡ 

能美市 
環境省が提供する 
面的評価システム（Ver.4.0.0） 

ActiveMap 
for.NET 

ASJ RTN-Model 
2013 

（株）ゼンリン社製 
Zmap-TOWNⅡ 

野々市市 
環境省が提供する 
面的評価システム（Ver.5.2.2） 

ActiveMap 
for.NET 

ASJ RTN-Model 
2018 

（株）ゼンリン社製 
Zmap-TOWNⅡ 
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（参 考） 

① 表４－２のコード

２．都道府県コード 「統計に用いる標準地域コード」（総務省－平成 31 年 3 月 25 日更新） 

３．市区町村コード 「統計に用いる標準地域コード」（総務省－平成 31 年 3 月 25 日更新） 

４．評価区間番号 国土交通省「全国道路交通情勢調査（道路交通センサス調査）」の令和 3 年
度のセンサス番号に、下 2 桁の枝番を設定 

５．騒音発生強度の把握方法 当該評価区間において、騒音発生強度の把握（騒音の測定）の種別 
・沿道騒音レベルの実測            ： 1 
・他の評価区間における騒音測定結果を準用   ： 2 
・自動車の交通量及び速度の実測結果により推計 ： 3
・交通量が僅少の事由により環境基準値以下と決定： 4

６．評価対象
道路 

(3)道路種別 ・国土開発幹線自動車道等（高速自動車国道）： 1
・都市高速道路  ： 2 
・一般国道  ： 3 
・都道府県道（一般県道、主要地方道）   ： 4 
・４車線以上の市町村道   ： 5 
・その他   ： 6 

(4)道路構造 ・平面 ： 1 ・高架 ： 2 ・盛土 ： 3
・堀割 ： 4 ・その他： 5

(5)遮音壁等の
有無

・遮音壁、環境施設帯なし： 0
・遮音壁のみあり ： 1 
・環境施設帯のみあり  ： 2 
・遮音壁、環境施設帯あり： 3

(6)低騒音舗装
の有無

・低騒音舗装なし ： 0
・低騒音舗装あり ： 1

(7)センサス番
号

国土交通省「全国道路交通情勢調査（道路交通センサス調査）」の年度、市
区町村コード、区間番号 

10．騒音測定地点番号 「表５－３（騒音測定結果）」の１．騒音測定地点番号 

11．残留騒音レベル 残留騒音レベルについて、「設定」欄に下記の分類に基づいて記載し、「昼
間」と「夜間」の設定値（ｄＢ）を記載 
・近傍の一般地域における LAeq を残留騒音レベルとする場合  ： 1 
・背後地騒音測定結果における LA95 を残留騒音レベルとする場合： 2
・一般地域の環境基準値とする場合 ： 3 
・その他の方法で残留騒音レベルを設定する場合 ： 4 
・騒音発生強度の把握の方法が４の場合 ： - 

12．評価結果（評価区間全体） 当該評価区間の面的評価の結果を次の分類で住居等の戸数を記載 
a.評価対象住居等戸数   ： 当該評価区間の住居等の戸数 
b.昼間・夜間とも基準値以下： 昼間・夜間とも基準値以下の住居等戸数
c.昼間のみ基準値以下 ： 昼間のみ基準値以下の住居等戸数 
d.夜間のみ基準値以下 ： 夜間のみ基準値以下の住居等戸数 
e.昼間・夜間とも基準値超過： 昼間・夜間とも基準値超過の住居等戸数

※昼間：午前 6 時～午後 10 時、夜間：午後 10 時～午前 6 時

13．評価結果 
（近接空間と非近接空間） 

「14 面的評価の結果（評価区間全体）」を近接空間と非近接空間に分類 
※ 近接空間とは、幹線交通を担う道路（高速自動車国道、都市高速道路、
一般国道、都道府県道、４車線以上の市町村道）に近接する空間をいい、
次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により特定される。

・2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  15 メートル 
・2 車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル
※ 非近接空間とは、幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値が適用さ
れない地域をいう。

② 表４－３のコード

表４－２と同じ
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３ 騒音測定結果 

騒音規制法第 18条に基づき、平成 24 年度からは県および各市が自動車騒音の状況

を監視している。 

令和 6年度の環境基準の評価に用いた騒音測定地点数は表５－１のとおりで、令和

6年度に騒音測定を行った地点は表５－２のとおりである。また、これらの結果は表

５－３から表５－５のとおりである。 

表５－１ 測定地点数及び測定機関 

表５－２ 令和 6年度に騒音測定調査を実施した地点 

騒音測定 騒音測定

地点番号 地点番号

1 201010 主要地方道金沢鶴来線 16 209003 かほく市木津

2 2011301 主要地方道金沢美川小松線 17 209004 かほく市高松

3 2011302 主要地方道金沢井波線 18 210009 白山市福留町524-1

4 2011304 主要地方道金沢田鶴浜線 19 210010 白山市明島町西105-5

5 2011305 一般県道別所野町線 20 210011 白山市安養寺町ト3-1

6 2011306 一般県道金沢停車場南線 21 210012 白山市矢頃島町786-80

7 202020 七尾市高田町井39-14 22 211004 能美市三道山町ト31

8 202022 七尾市中島町塩津ム 23 212001 野々市市押野４丁目

9 202023 七尾市石崎町レ39-9 24 212002 野々市市堀内５丁目

10 203005 小松市光町89 25 212003 野々市市徳用１丁目

11 203010 小松市園町ハ170-1 26 324008 能美郡川北町字三反田

12 203011 小松市浜田町ロ47 27 361008 河北郡津幡町字太田

13 203014 小松市日の出町四町目6 28 361012 河北郡津幡町字太田ち2

14 206005 加賀市白鳥町 29 361011 河北郡津幡町字加茂

15 206006 加賀市作見町 30 386013 羽咋郡宝達志水町北川尻ヲ120

No. 測定地点の住所 No. 測定地点の住所

測定機関

国土交通省

石川県 8 14 22

金沢市 7 26 13 46

七尾市 8 7 15

小松市 2 8 8 18

輪島市 2 1 3

珠洲市 0

加賀市 3 7 10

羽咋市 3 1 4

かほく市 5 6 11

白山市 1 5 15 21

能美市 1 1 3 5

野々市市 5 13 18

4 55 101 13 173

高速自動車
国　　道

一般国道 県道
4車線以上の

市町道
計

計

市

県

調査区分
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（参 考） 

① 表５－３のコード
１．騒音測定地点番号 市区町村コードに、下 3 桁の枝番を設定 
３．ローテーション 当該測定地点において、何年毎に測定しているかを記載 

・Ｎ年毎（Ｎは１から 10 の数値） ： N 
・実施計画に定めず、例外的に実測を行った場合 ： X 

７．用途地域 ・第一種・第二種低層住居専用地域 ： 1 
・第一種・第二種中高層住居専用地域 ： 2 
・第一種・第二種住居地域、準住居地域  ： 3 
・近隣商業地域、商業地域 ： 4 
・準工業地域、工業地域 ： 5 
・工業専用地域 ： 6 
・地域の区分が定められていない地域 ： 7 

９．評価対
象道路 

(3)道路種
別

・国土開発幹線自動車道等（高速自動車国道）： 1
・都市高速道路  ： 2 
・一般国道  ： 3 
・都道府県道（一般県道、主要地方道）   ： 4 
・４車線以上の市町村道   ： 5 
・その他  ： 6 

(4)道路構
造

・平 面 ： 1 高 架 ： 2  盛 土 ： 3 
・堀 割 ： 4 その他 ： 5 

(5)遮音壁
等の有無

・遮音壁、環境施設帯なし ： 0
・遮音壁のみあり ： 1 
・環境施設帯のみあり ： 2 
・遮音壁、環境施設帯あり ： 3

(6)低騒音
舗装の有無

・低騒音舗装なし ： 0
・低騒音舗装あり ： 1

(7)センサ
ス番号

・国土交通省「全国道路交通情勢調査（道路交通センサス）」の年度、市区町村コ
ード、区間番号

11．車道端からの距離 ・対象道路の車道端からマイクロホンまでの水平距離（ｍ）
12．道路敷地境界からの距離 ・対象道路の道路敷地境界からマイクロホンまでの水平距離（ｍ）
13．地上からの高さ ・マイクロホンの地上面からの高さ（ｍ）
16．反射音補正 ・反射音による補正を行った場合：1  行っていない場合：0 
17．除外音の処理 ・処理を行わない ： 0 

・騒音計のポーズボタン等により現場での除外処理 ： 1 
・騒音レベル瞬時値の波形等を確認の上、パソコン等により事後処理： 2
・携帯型騒音モニタ等を用いて録音し、事後処理 ： 3 
・騒音時間区分毎の LA5、Lmax等から事後処理 ： 4 

18．測定機器 ・騒音計単体+表示部読み取り ： 1 
・騒音計単体+専用プリンタ出力 ： 2 
・騒音計単体+データ転送（パソコン処理） ： 3 
・騒音計+レベル処理機+専用プリンタ出力 ： 4 
・騒音計+レベル処理機+データ転送（パソコン処理） ： 5 
・騒音計+レベルレコーダー+チャート読み取り ： 6 
・騒音計+レベルレコーダー+データ転送（パソコン処理）： 7
・その他 ： 8 

 （注）データ転送（パソコン処理）にはメモリーカード等も含む。 
19. 測定方法

左 欄 右 欄 

連続測定の場合 ： 1 

騒音レベル瞬時値 ： 1 
騒音レベル 1 分間値  ： 2 
騒音レベル 10 分間値 ： 3 
その他 ： 4 

１観測時間の特定の時間のみを測定した場合： 2 実測時間（分） 
単発騒音暴露レベルから等価騒音レベル 
を算出した場合 ： 3 

１車線あたりの観測台数 

20．実施主体 ・都道府県：1、市区町村：2、その他：3

② 表５－４のコード
表５－３と同じ

③ 表５－５のコード
表５－３と同じ
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表５－５　背後地の騒音調査結果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

騒
音
測
定
地
点
番
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区
間
番
号

都
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府
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コ
ー

ド
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地
測
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地
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Ｌaeq
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Ｌ９５

車
道
端
か
ら
の
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地
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ら
の
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欄

騒
音
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地
点
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価
区
間
番
号

都
道
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ー
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車
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備
考
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（ｄＢ） （ｄＢ） （ｄＢ） (m) (m) （ｄＢ） （ｄＢ） （ｄＢ） (m) (m)
201010  2021-41300-2 17 201 04:00 58 35 31 40.1 1.2 209003  2021-41740-1 17 209 01:00 56 45 42 40.0 1.2
201010  2021-41300-2 17 201 07:00 67 51 41 40.1 1.2 209003  2021-41740-1 17 209 10:00 64 57 48 40.0 1.2
201010  2021-41300-2 17 201 17:20 67 49 38 40.1 1.2 209003  2021-41740-1 17 209 17:00 63 53 47 40.0 1.2
201010  2021-41300-2 17 201 22:00 63 48 32 40.1 1.2 209003  2021-41740-1 17 209 22:00 58 48 42 40.0 1.2
2011301  2021-40800-1 17 201 05:30 64 44 40 49.4 1.2 209004  2021-41750-1 17 209 01:30 56 45 43 41.0 1.2
2011301  2021-40800-1 17 201 09:00 70 50 40 49.4 1.2 209004  2021-41750-1 17 209 10:30 66 52 47 41.0 1.2
2011301  2021-40800-1 17 201 19:40 70 47 42 49.4 1.2 209004  2021-41750-1 17 209 17:40 66 51 48 41.0 1.2
2011301  2021-40800-1 17 201 23:50 65 42 38 49.4 1.2 209004  2021-41750-1 17 209 22:30 59 47 44 41.0 1.2
2011302  2021-40920-1 17 201 04:30 58 39 35 48.6 1.2 210009  2021-10110-1 17 210 04:00 69 51 39 58.0 1.2
2011302  2021-40920-1 17 201 07:30 69 48 41 48.6 1.2 210009  2021-10110-1 17 210 10:00 73 54 47 58.0 1.2
2011302  2021-40920-1 17 201 18:00 68 55 41 48.6 1.2 210009  2021-10110-1 17 210 14:00 72 50 43 58.0 1.2
2011302  2021-40920-1 17 201 22:30 63 44 36 48.6 1.2 210009  2021-10110-1 17 210 23:00 68 49 36 58.0 1.2
2011304  2021-41800-1 17 201 04:00 60 43 39 40.6 1.2 210010  2021-10260-4 17 210 05:00 60 36 32 45.0 1.2
2011304  2021-41800-1 17 201 07:00 71 51 46 40.6 1.2 210010  2021-10260-4 17 210 11:00 67 41 33 45.0 1.2
2011304  2021-41800-1 17 201 17:40 68 48 42 40.6 1.2 210010  2021-10260-4 17 210 16:00 67 44 38 45.0 1.2
2011304  2021-41800-1 17 201 22:00 63 43 40 40.6 1.2 210010  2021-10260-4 17 210 22:00 59 37 35 45.0 1.2
2011305  2021-60440-1 17 201 04:50 61 43 37 33.2 1.2 210011  2021-40700-1 17 210 04:00 62 41 35 37.0 1.2
2011305  2021-60440-1 17 201 08:00 68 48 41 33.2 1.2 210011  2021-40700-1 17 210 10:00 72 49 44 37.0 1.2
2011305  2021-60440-1 17 201 18:30 67 52 40 33.2 1.2 210011  2021-40700-1 17 210 15:00 72 49 45 37.0 1.2
2011305  2021-60440-1 17 201 23:00 63 44 36 33.2 1.2 210011  2021-40700-1 17 210 23:00 64 44 42 37.0 1.2
2011306  2021-60530-1 17 201 05:00 64 46 37 37.5 1.2 210012  2021-40710-5 17 210 05:00 58 46 37 47.0 1.2
2011306  2021-60530-1 17 201 08:20 67 51 39 37.5 1.2 210012  2021-40710-5 17 210 11:00 64 50 44 47.0 1.2
2011306  2021-60530-1 17 201 18:50 67 55 46 37.5 1.2 210012  2021-40710-5 17 210 15:00 63 49 43 47.0 1.2
2011306  2021-60530-1 17 201 23:20 63 47 35 37.5 1.2 210012  2021-40710-5 17 210 22:00 58 46 36 47.0 1.2
202020  2021-10900-1 17 202 05:40 52 38 34 73.0 1.2 211004  2021-60660-1 17 211 05:00 59 40 34 31.0 1.2
202020  2021-10900-1 17 202 07:50 60 41 38 73.0 1.2 211004  2021-60660-1 17 211 08:00 67 50 42 31.0 1.2
202020  2021-10900-1 17 202 17:50 63 41 36 73.0 1.2 211004  2021-60660-1 17 211 18:00 65 51 36 31.0 1.2
202020  2021-10900-1 17 202 22:40 51 41 38 73.0 1.2 211004  2021-60660-1 17 211 22:00 58 43 34 31.0 1.2
202022  2021-10570-1 17 202 05:00 69 43 28 24.8 1.2 212001  2021-10230-1 17 212 05:00 65 51 40 30.5 1.2
202022  2021-10570-1 17 202 07:00 70 46 37 24.8 1.2 212001  2021-10230-1 17 212 08:00 70 60 48 30.5 1.2
202022  2021-10570-1 17 202 17:00 72 48 40 24.8 1.2 212001  2021-10230-1 17 212 17:00 70 57 43 30.5 1.2
202022  2021-10570-1 17 202 22:00 66 42 27 24.8 1.2 212001  2021-10230-1 17 212 22:00 68 55 39 30.5 1.2
202023  2021-40020-2 17 202 05:20 65 39 36 35.2 1.2 212002  2021-10240-1 17 212 05:30 66 42 38 48.6 1.2
202023  2021-40020-2 17 202 07:30 68 43 37 35.2 1.2 212002  2021-10240-1 17 212 08:30 70 50 45 48.6 1.2
202023  2021-40020-2 17 202 17:30 70 47 42 35.2 1.2 212002  2021-10240-1 17 212 17:30 69 53 51 48.6 1.2
202023  2021-40020-2 17 202 22:20 62 40 34 35.2 1.2 212002  2021-10240-1 17 212 22:30 67 48 40 48.6 1.2
203005  2021-10950-1 17 203 04:00 60 47 44 20.0 1.2 212003  2021-62270-1 17 212 05:50 63 50 42 53.4 1.2
203005  2021-10950-1 17 203 08:00 70 58 48 20.0 1.2 212003  2021-62270-1 17 212 09:00 68 55 46 53.4 1.2
203005  2021-10950-1 17 203 17:00 68 58 50 20.0 1.2 212003  2021-62270-1 17 212 18:00 68 59 53 53.4 1.2
203005  2021-10950-1 17 203 23:00 63 49 45 20.0 1.2 212003  2021-62270-1 17 212 22:50 65 53 46 53.4 1.2
203010  2021-11120-1 17 203 03:00 55 40 38 40.0 1.2 324008  2021-40710-1 17 324 10:00 70 51 47 98.2 1.3
203010  2021-11120-1 17 203 09:00 68 45 41 40.0 1.2 324008  2021-40710-1 17 324 14:40 69 48 45 98.2 1.3
203010  2021-11120-1 17 203 17:00 68 45 43 40.0 1.2 324008  2021-40710-1 17 324 22:00 66 54 49 98.2 1.3
203010  2021-11120-1 17 203 22:00 64 45 41 40.0 1.2 324008  2021-40710-1 17 324 23:00 63 53 48 98.2 1.3
203011  2021-11130-1 17 203 04:00 57 38 31 45.0 1.2 361008  2021-10030-1 17 361 10:20 67 58 53 55.0 1.2
203011  2021-11130-1 17 203 08:00 68 54 42 45.0 1.2 361008  2021-10030-1 17 361 15:35 65 57 53 55.0 1.2
203011  2021-11130-1 17 203 18:00 68 52 38 45.0 1.2 361008  2021-10030-1 17 361 22:00 62 54 47 55.0 1.2
203011  2021-11130-1 17 203 23:00 56 42 34 45.0 1.2 361008  2021-10030-1 17 361 23:20 59 50 41 55.0 1.2
203014  2021-40860-1 17 203 05:00 52 47 44 35.0 1.2 361011  2021-61420-3 17 361 05:00 62 45 42 25.1 1.2
203014  2021-40860-1 17 203 08:00 64 50 46 35.0 1.2 361011  2021-61420-3 17 361 08:00 68 52 44 25.1 1.2
203014  2021-40860-1 17 203 18:00 63 53 48 35.0 1.2 361011  2021-61420-3 17 361 17:00 68 52 45 25.1 1.2
203014  2021-40860-1 17 203 22:00 59 50 44 35.0 1.2 361011  2021-61420-3 17 361 22:00 61 48 39 25.1 1.2
206005  2021-10180-1 17 206 05:00 67 48 41 41.5 1.2 361012  2021-10430-1 17 361 10:10 62 53 47 80.0 1.2
206005  2021-10180-1 17 206 07:00 69 53 42 41.5 1.2 361012  2021-10430-1 17 361 15:10 62 54 49 80.0 1.2
206005  2021-10180-1 17 206 17:00 70 47 41 41.5 1.2 361012  2021-10430-1 17 361 22:00 60 51 41 80.0 1.2
206005  2021-10180-1 17 206 22:00 69 48 37 41.5 1.2 361012  2021-10430-1 17 361 23:00 56 48 40 80.0 1.2
206006  2021-62280-1 17 206 05:30 61 46 41 38.4 1.2 386013  2021-10890-2 17 386 10:13 63 42 34 41.8 1.4
206006  2021-62280-1 17 206 07:40 69 49 42 38.4 1.2 386013  2021-10890-2 17 386 15:04 65 45 39 41.8 1.4
206006  2021-62280-1 17 206 17:30 71 51 46 38.4 1.2 386013  2021-10890-2 17 386 22:00 57 47 41 41.8 1.4
206006  2021-62280-1 17 206 22:20 65 47 41 38.4 1.2 386013  2021-10890-2 17 386 23:00 52 44 42 41.8 1.4
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４ 自動車騒音に係る参考資料 

（１） 騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第 64号)

環境基本法(平成5年法律第 91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示
する。 

環境基本法第 16条第 1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康
の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、別に定めるところによる
ほか、次のとおりとする。 

第１ 環境基準 
１ 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる
地域は、都道府県知事（市の区域内の地域については、市長。）が指定する。 

地域の類型 
基  準  値 

昼 間 夜 間 

AA 50デシベル以下 40デシベル以下 

A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下 

C 60デシベル以下 50デシベル以下 

(注)１ 時間の区分は、昼間を午前 6時から午後10時までの間とし、夜間を午後 10時から翌日 
の午前6時までの間とする。 

２ AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に 
静穏を要する地域とする。 

３ Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 
４ Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 
５ Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず
次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

地 域 の 区 分 
基  準  値 

昼 間 夜 間 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する
道路に面する地域 

60デシベル以下 55デシベル以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する
道路に面する地域及び C地域のうち車線
を有する道路に面する地域 

65デシベル以下 60デシベル以下 

備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯 
状の車道部分をいう。 

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の
基準値の欄に掲げるとおりとする。 

基  準  値 

昼 間 夜 間 

70デシベル以下 65デシベル以下 

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれて
いると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては 45デシベル以
下、夜間にあっては 40デシベル以下)によることができる。 

２ １の環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。 
(1) 評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒
音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。
この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における

騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。 
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(2) 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルに
よって評価することを原則とする。 

(3) 評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。 
(4) 騒音の測定は、計量法（平成 4年法律第51号）第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。
この場合において、周波数補正回路はＡ特性を用いることとする。 

(5) 騒音の測定に関する方法は、原則として日本工業規格 Z8731による。ただし、時間の区分ごとに全時間を
通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの変動等の条
件に応じて、実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを
避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、
必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計
する方法によることができる。 

   なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれら
に準ずる場所は、測定場所から除外する。 

３ 環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うものとする。 
(1) 道路に面する地域以外の地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思わ
れる地点を選定して評価するものとする。 

(2) 道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち 1の環境基
準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するものとする。 

 
第２  達成期間等 
１ 環境基準は、次に定める達成期間でその達成又は維持を図るものとする。 
(1) 道路に面する地域以外の地域については、環境基準の施行後直ちに達成され、又は維持されるよう努める
ものとする。 

(2) 既設の道路に面する地域については、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力の下に自動車単体対策、
道路構造対策、交通流対策、沿道対策等を総合的に実施することにより、環境基準の施行後 10年以内を目途
として達成され、又は維持されるよう努めるものとする。 

    ただし、幹線交通を担う道路に面する地域であって、道路交通量が多くその達成が著しく困難な地域につ
いては、対策技術の大幅な進歩、都市構造の変革等とあいまって、10年を超える期間で可及的速やかに達成
されるよう努めるものとする。 

(3) 道路に面する地域以外の地域が、環境基準が施行された日以降計画された道路の設置によって新たに道路
に面することとなった場合にあっては(1)及び(2)にかかわらず当該道路の供用後直ちに達成され又は維持
されるよう努めるものとし、環境基準が施行された日より前に計画された道路の設置によって新たに道路に
面することとなった場合にあっては(2)を準用するものとする。 

２ 道路に面する地域のうち幹線交通を担う道路に近接する空間の背後地に存する建物の中高層部に位置する
住居等において、当該道路の著しい騒音がその騒音の影響を受けやすい面に直接到達する場合は、その面の窓
を主として閉めた生活が営まれていると認められ、かつ、屋内へ透過する騒音に係る基準が満たされたときは、
環境基準が達成されたものとみなすものとする。 

３ 夜間の騒音レベルが 73 デシベルを超える住居等が存する地域における騒音対策を優先的に実施するものと
する。 
 

第３  環境基準の適用除外について 
    この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする。 

 
附   則 

    この告示は、平成11年 4月1日から施行する。 
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（２） 環境基本法(抜粋) (平成 5年法律第 91号) 

第16条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の
健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 

２ 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものと
して定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に
応じ、当該各号に定める者が行うものとする。 
１ 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府 
２ 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該

イ又はロに定める者 
イ 騒音に係る基準（航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。）の類型を当
てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長

ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事
３ 第1項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。 
４ 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)
を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第 1項の基準が確保されるように努めなければならない。 

第40条の2 第16条第2項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを
除く。)は、地方自治法(昭和 22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（３） 騒音規制法(抜粋) (昭和 43年法律第 98号) 

(測定に基づく要請及び意見) 
第17条 市町村長は、第21条の 2の測定を行った場合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で
定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安
委員会に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による措置を執るべきことを要請するものとする。 

２ 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければなら
ない。 

３ 市町村長は、第 1項の規定により要請する場合を除くほか、第 21条の 2 の測定を行った場合において必要
があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、
道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。 
(常時監視) 

第18条 都道府県知事（市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。次項において同じ。）は、自動車
騒音の状況を常時監視しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。 
(公表) 

第19条 都道府県知事は、当該都道府県の区域（町村の区域に限る。）に係る自動車騒音の状況を公表するもの
とする。 

２ 市長は、当該市の区域に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。 
(環境大臣の指示) 

第19条の2 環境大臣は、自動車騒音により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要がある
と認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し必要な指示をすることができる。 
一 市町村長 第 17条第 1項の規定による要請に関する事務及び同条第 3項の規定による意見を述べること
に関する事務 

二 都道府県知事、市長又は第二十五条の政令で定める町村の長 第22条の規定による協力を求め、又は意見
を述べることに関する事務 

(騒音の測定) 
第21条の2 市町村長は、指定地域について、騒音の大きさを測定するものとする。 
(政令で定める町村の長による事務の処理) 

第25条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で
定める町村の長が行うこととすることができる。 
(事務の区分) 

第26条 第18条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律
第67号)第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 
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（４） 関係通知 
 
 
① 騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準につ
いて 
（平成23年9月14日環水大自発 110914001号環境省水・大気環境局長から都道府県知事あて） 

 
騒音規制法（昭和43 年法律第 98 号）第18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の

処理基準については、地方自治法第 245 条の9 第1項及び第 3 項に基づき、「騒音規制法第 18 条の規定に基
づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」（平成 17 年6 月 29 日環管自発050629002 
号）において通知しているが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律（平成23 年法律第 105 号）に基づき、平成 24 年度より都道府県及び市（特別区）が当該事
務を行うこととなったことから、これまでの監視事務の経験や科学的知見も踏まえ、これを別添の通り改正し
て通知するものである。 
 

(別 添) 
第1 目的 
 自動車騒音の状況の常時監視は、自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資
料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域が曝される年間を通じて平均的な
状況について、全国を通じて継続的に把握することを目的とする。 
 

第２ 定義等 
１ 用語 
(1) 住居等とは、住居、学校、病院、及びこれに類するものをいう。 
(2) 車線とは、一縦列の自動車（二輪のものを除く。）が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯
状の車道の部分をいう。 

(3) 道路端とは、道路の敷地（敷地内に複数の道路の管理者が存在する場合は、各道路の管理者が管理する敷
地）の境界線をいう。 

(4) 監視地域とは、監視の対象となる地域のことであり、未供用の道路を除き、原則として 2 車線以上の車線
を有する道路（市町村道にあっては、特別区道を含むものとし、原則として 4車線以上の車線を有する区間
に限る。）に面する地域であり、住居等が存在する地域とする。 

(5) 昼間とは、午前6 時から午後 10 時までの間をいう。  
(6) 夜間とは、午後10 時から翌日の午前 6 時までの間をいう。  
(7) 面的評価とは、「騒音に係る環境基準（平成 10 年環境庁告示第 64 号）」（以下、「環境基準」という。）に
示される、環境基準の達成状況の道路に面する地域としての評価をいう。 

(8) 評価区間とは、面的評価の実施に当たり、監視の対象となる道路を、自動車の運行に伴う騒音の影響が概
ね一定とみなせる区間に分割したものをいう。 

(9) 残留騒音とは、音響的に明確に識別できる騒音を除いた残りの騒音をいう。 
(10)騒音発生強度とは、面的評価の対象となる道路の音源より発生する自動車騒音の大きさをいう。 
(11)受音点とは、個別の住居等における騒音の影響を受けやすい面を代表する点をいう。 

２ 地域及び道路に応じた環境基準の適用 
(1) 道路に面する地域は、自動車の運行に伴う騒音が支配的な音源である地域とする。 
(2) 道路に面する地域において、環境基準の地域の類型が当てはめられていない場合、当該地域の類型は、Bが
当てはめられているとみなすものとする。ただし、当該地域の類型に Bが当てはめられているとみなすこと
が不適当な場合は、A又はCの類型が当てはめられているとみなすものとする。 

(3) 面的評価を行おうとする範囲に、環境基準の地域の類型が AA である地域が存在する場合は、当該地域に
属する住居等については、地域の類型が AAに係る環境基準の基準値を適用し、面的評価を行うものとする。 

(4) 環境基準でいうところの幹線交通を担う道路は、未供用の道路を除き、2 車線以上の車線を有する道路に
あって、次のいずれかに該当するものとする。 
1) 道路法（昭和27 年法律第 180 号）第3 条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市
町村道（市町村道にあっては 4車線以上の車線を有する区間に限る。）。 

2) 道路運送法（昭和26年法律第183号）第2条第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行
規則（昭和44年建設省令第 49号）第7条第1項第1号に定める自動車専用道路 

 (5) 環境基準でいうところの幹線交通を担う道路に近接する空間は、2 車線以下の車線を有する道路の場合は
道路端から 15 メートル、2 車線を超える車線を有する道路の場合は道路端から 20メートルまでの範囲と
する。 

３ 騒音の測定等 
(1) 騒音レベルの評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。 
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(2) 騒音の測定を行う場合は、計量法（平成 4 年法律第 51 号）第71 条に定める合格条件に適合した騒音計
を用いて行うものとする。 

(3) 騒音の測定に関する方法、自動車の交通量及び速度の測定に関する方法は、別途通知するものとする。 
 

第３ 監視 
監視は、毎年、実施計画の策定、監視地域に関する基礎調査、自動車騒音の状況の把握を行うことにより実

施するものとする。 
１ 基本的事項 
(1) 自動車騒音の状況の把握は、面的評価の方法によるものとする。 
(2) 面的評価は、道路端から 50 メートルにある全ての範囲を対象とする。 
(3) 面的評価は、監視の対象となる道路について、評価区間に分割し、評価区間ごとに行うものとする。 
(4) 評価区間は、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間に分割するものとする。 
(5) 評価区間の分割は、原則として道路の平面線形に直行する線（法線）に平行となるように設定する。 
(6) 評価区間は、市町村（特別区を含む。）の行政界で分割されているものとする。 

２ 実施計画の策定 
実施計画の策定は、毎年の監視について、一定の水準が確保され、かつ効率的に実施されるために、次の項

目を定めることにより行うものとする。 
(1) 監視地域に関する基礎調査の計画 
(2) 監視の対象となる道路 
(3) 面的評価の計画 
(4) その他、自動車騒音の状況の把握を適切に行うために必要と認められること 

３ 監視地域に関する基礎調査 
監視地域に関する基礎調査は、土地利用状況の把握、道路の構造等の把握、道路交通情勢の把握により行う

ものとする。 
(1) 土地利用状況の把握 
1) 基本的事項 

毎年の沿道状況の把握の実施の判断に必要な、次に示す各項目を確認するものとする。 
① 環境基準の地域の類型について、変更の有無 
② 面的評価の対象となる道路に面する地域周辺で、道路網・道路改良（改築）の状況の変化、相当程度
の土地利用の変化及び地形の改変の有無 

③ その他、沿道状況の把握の実施を判断するために必要な事項 
2) 頻度 

原則として、毎年行うものとする。特段の事情がある場合においても、5 年を超えない期間内に土地
利用状況の把握を再度行い、情報の更新を行うものとする。 

(2) 道路交通情勢の把握 
1) 基本的事項 

面的評価の対象となる道路の設定のため、既存の資料により、道路交通情勢を調査するものとし、所管
地域の範囲にある道路を対象として、次に示す各項目を調査するものとする。 
① 道路の位置、名称、延長、自動車の交通量及び速度 
② その他面的評価を適切に行う上で必要な事項 

2) 頻度 
道路交通情勢に係るデータの更新は、次の場合において行うものとする。 

① 新たな評価区間の設定又は変更があった場合 
② 道路交通情勢に関する既存の資料が更新された場合 

(3) 道路の構造等の把握 
1) 基本的事項 

自動車騒音の発生源と住居等の位置関係を明らかにするとともに、騒音対策状況を把握する基礎資料を
得るため、面的評価の対象となる道路について、道路構造、環境保全措置の実施状況、併設道路の有無を
調査するものとする。 

2) 頻度 
原則として、毎年行うものとする。特段の事情がある場合においても、5 年を超えない期間内に道路の

構造等の把握を再度行い、情報の更新を行うものとする。 
 
４ 面的評価 

面的評価は、沿道状況の把握、騒音発生強度の観測、騒音暴露状況の把握を行うことにより実施するものと
する。 
(1) 沿道状況の把握 
1) 基本的事項 
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沿道状況の把握は、評価区間ごとに、評価区間内に存在する住居等の属性、地域の残留騒音について調
査することにより行うものとする。 
① 住居等の属性 
ア 建物の存在する位置、住居等の戸数、個別の住居等が属する環境基準の類型について、把握するも
のとする。 

イ 住居等へ到達する自動車騒音に係る面的評価の精度を確保するため、必要に応じて、周辺の地形、
建物用途、建物形状、建物周辺の障害物の存在状況について、把握するものとする。 

② 地域の残留騒音 
住居等が暴露される騒音について、1 年を通じて平均的な状況を評価するために必要な、住居等を取

り巻く残留騒音を調査するものとする。 
2) 頻度 

沿道状況の把握に係る情報の更新は、次のとおり行うものとする。 
① 原則として5 年ごとに更新する。 
② 評価対象道路について、土地利用状況の把握により、相当程度の変化が認められた場合には、速やか
に更新するものとする。 

③ 特段の事情がある場合においても、10 年を超えない期間内に沿道状況の把握を再度行い、情報の更
新を行うものとする。 

(2) 騒音発生強度の把握 
騒音発生強度の把握は、現地における測定によることを基本とし、沿道騒音レベルを実測する方法、また

は、自動車の交通量及び速度の実測結果により推計する方法によるものとする。 
1) 基本的事項 

① 自動車の交通量及び速度の実測結果により推計する方法は、昼間及び夜間について、時間帯別に平均
的な走行状況が不明な場合など、当該方法により騒音発生強度の把握を行うことが不適当な場合は、適
用しないこととする。 

② 次のいずれかに該当する場合は、現地における測定によらないことができる。 
ア 各評価区間を道路構造、交通流等の観点から、音響特性が類似する評価区間群に整理し、類似する
評価区間にあるいずれかの沿道騒音レベルを、整理した評価区間群の全体を代表する騒音レベルとし
て準用できる場合 

イ 評価の対象となる道路を走行する自動車の交通量が非常に少なく、評価区間で評価の対象となる全
ての住居等について、環境基準の基準値を超過しないことが明らかな場合 

2) 頻度 
① 原則として5 年以内に1 回以上、騒音発生強度の把握を行うものとする。 
② 次に示す状況がある場合には、毎年の監視の中で、騒音発生強度の把握を行うものとする。 
ア 面的評価の対象となる道路を走行する自動車の交通量及び速度について、相当程度の増減が生じる
ような道路網の新たな形成、大規模な道路の改良、大規模な都市開発がある場合 

イ 面的評価を行う地域の範囲又はその周辺において、評価の対象となる住居等の属性の状況について、
相当程度の変化が生じるような大規模な都市開発等がある場合 

ウ 面的評価の対象となる道路について、毎年、騒音発生強度を把握することが特に必要な場合 
3) 時期 

騒音発生強度は、年間を通じて平均的な状況を観測するものとし、各評価区間について、年間を通じた
観測結果の平均、又は年間を通じて平均的な状況を呈する日における観測結果のいずれかによるものとす
る。 

4) 方法 
【沿道騒音レベルの実測による方法】 
① 道路端の一側で、当該評価区間を代表する地点を1 点選定するものとする。ただし、道路端の一側
による沿道騒音レベルによる面的評価が、十分な精度を確保できない場合には、必要に応じて、評価
区間の分割、測定地点の追加等、適切な措置を講じるものとする。 

② 沿道騒音レベルの測定を行う場合は、地点ごとに昼間、夜間の両方について、騒音の測定を行うも
のとし、原則として、昼間及び夜間の時間の区分ごとに全時間を通じて騒音レベルを連続測定するも
のとする。ただし、区分ごとの全時間は、統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの
変動等の条件に応じて、実際に測定する時間を短縮することができる。 

③ 自動車騒音以外の騒音で、原因者が特定可能な騒音は、除外するものとする。 
④ 交通量が少なく間欠的な場合は、観測時間別の残留騒音レベル及び自動車 1 台当たりの車種別単発
騒音暴露レベルを測定することにより基準時間帯の等価騒音レベルを計算によって求める方法による
ことができる。 

【自動車の交通量及び速度の実測結果により推計する方法】 
① 評価区間を走行する自動車の平均的な走行状況として、車種別交通量及び速度を、時間帯別に調査
するものとする。 
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② 自動車の交通量及び速度の測定は、走行方向別に、昼間及び夜間の両方について行われるものとす
る。 

③ 自動車の交通量及び速度は、騒音発生強度を適切に把握するために必要な位置で測定されるものと
する。 

④ 自動車の交通量及び速度の実測結果により、騒音発生強度を推計するに当たっては、評価区間の状
況を踏まえて最も適切に推計できる手法によるものとする。 

(3) 騒音暴露状況の把握 
騒音暴露状況の把握は、評価区間ごとに当該評価区間内の全ての住居等のうち、環境基準の基準値を超過

する戸数及び超過する割合を把握することにより行うものとする。この場合において、住居等に到達する騒
音レベルを把握する方法は、評価区間にある個々の受音点で把握する方法、又は評価区間を代表する受音点
で把握する方法のいずれかによることを基本とする。 
1) 基本的事項 
① 対象とする地域の範囲は、監視の対象となる地域の範囲とする。ただし、沿道状況の把握の結果が得
られていない場合にあっては、この限りではない。 

② 評価区間を代表する受音点で把握する方法は、評価区間を代表する受音点を選定できない場合など、
当該方法により騒音暴露状況の把握を行うことが不適当な場合は、適用しないこととする。 

③ 次に示す状況を呈する評価区間にあっては、評価区間にある個々の受音点で把握する方法、又は評価
区間を代表する受音点で把握する方法によらないことができる。 
ア 騒音発生強度が小さく、評価区間内にある全ての住居等が環境基準の基準値を下回ることが明らか
な場合。 

イ 評価区間内の沿道利用が極めて限定的であり、既知の面的評価の結果等を準用できる場合。 
2) 頻度 

原則として、毎年行うものとする。この場合において、過年度における沿道状況の把握の結果及び騒音
発生強度の把握の結果が妥当と認められる場合は、これらを用いて騒音暴露状況の把握を行ってよいもの
とする。 

3) 方法 
【評価区間にある個々の受音点で把握する方法】 
① 沿道状況の把握の結果によって明らかにされる個々の受音点を評価点とし、それぞれの評価点におけ
る騒音レベルを評価することにより行うものとする。 

② 道路の構造等の把握の結果に基づいて、評価区間における自動車騒音の発生源となる音源を、評価の
必要に応じた適切な位置に設定する。 

③ 騒音発生強度の把握の結果に基づいて、②で設定された音源から発せられる音の大きさを算定するも
のとする。この場合において、道路交通情勢の把握の結果を、必要に応じて用いることができるものと
する。 

④ 評価点における騒音レベルの評価は、原則として、②で設定された音源から評価点に到達するまでの
音の伝搬経路における減衰等の音の大きさの変化を適切に算定し、評価点に到達する騒音レベルを環境
基準の基準値と比較することにより行うものとする。この場合において、残留騒音は、評価点における
騒音レベルに含まれるものとする。 

【評価区間を代表する受音点で把握する方法】 
① 沿道状況の把握の結果に基づいて、評価区間の受音点を代表できる位置に評価点を設定し、それぞれ
の評価点における騒音レベルを評価することにより行うものとする。この場合において、評価点は、原
則として評価区間の道路端から道路の平面線形に直行する線（法線）に沿った距離ごとに設定されるも
のとする。 

② 評価点の設定に当たっては、1 つの受音点が複数の評価点に重複して代表されることが無いようにす
る。 

③ 評価点における騒音レベルの評価は、原則として、評価区間における自動車騒音の発生源となる音源
から評価点に到達するまでの音の伝搬経路における減衰等の音の大きさの変化を適切な方法により把握
し、評価点に到達する騒音レベルを環境基準の基準値と比較することにより行うものとする。この場合
において、残留騒音は、評価点における騒音レベルに含まれるものとする。 

④ 評価点における騒音レベルの評価に当たっては、評価区間における自動車騒音の発生源となる音源は
評価の必要に応じた適切な位置に設定されるものとし、当該音源から発せられる音の大きさは騒音発生
強度の把握の結果に基づいて推定されるものとする。 

4) 評価点における留意事項 
① 住居等における騒音レベルは、当該住居等が複数の評価区間に属する場合にあっては、その属する評
価区間における自動車騒音の全てを評価した 1 つの値であるものとする。 

② 騒音対策の一環として、公的資金により住居等に防音措置が実施されている場合の環境基準の達成状
況の評価は、原則として、住居等の用に供される建物の屋内へ透過する騒音に係る基準に基づいて評価
することにより行うものとする。 
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③ 騒音レベルを環境基準の基準値と比較・判定するに当たっては、騒音レベルは、小数点以下第一位を
四捨五入し整数に丸めた上で、環境基準の基準値と比較・判定するものとする。 

 
第４ 報告 
１ 方法 

 年に一度、報告の依頼において定められる方法により、報告するものとする。 
２ 報告事項 

報告に当たっては、監視の対象とする道路の全ての評価区間を報告の対象とし、次に示す事項を報告するも
のとする。 
(1) 評価区間ごとに住居等の騒音暴露状況、道路の状況、環境保全措置の実施状況 
(2) 複数の評価区間に重複して計上される住居等の状況 
(3) 騒音発生強度の把握において調査された沿道騒音レベル、自動車の交通量及び速度 
(4) 評価区間及び騒音発生強度の把握の地点に関する地理情報 
(5) その他、各年の報告の依頼において、必要とされた事項 

３ 精度 
(1) 延長の単位はキロメートル（km）とし、原則として、小数点以下第二位を四捨五入し、小数点以下第一位
に丸めるものとする。この場合において、ゼロでない数字を四捨五入した結果ゼロになる場合は、四捨五入
する小数点以下の桁を繰り下げ、有効数字一桁が確保されるものとする。 

(2) 騒音の測定の結果の単位はデシベル（dB）とし、小数点以下第一位を四捨五入し、整数に丸めるものとす
る。 

(3) 自動車の交通量の単位は台とし、整数とする。 
(4) 自動車の走行速度の単位は毎時あたりキロメートル（km／h）とし、小数点以下第二位を四捨五入し、小数
点第一位に丸めるものとする。 

(5) 住居等の数の単位は戸とし、整数とする。 
(6) 割合の単位はパーセント（％）とし、小数点以下第二位を四捨五入し、小数点第一位に丸めるものとする。 
 
附 則（平成17年6月29日） 
１ 自動車騒音の状況の把握については、地域において特段の事情があると認められる場合に限り、当分の間、
面的評価ではない方法によることができるものとする。 

２ 以下の通達を廃止する。 
「自動車騒音の状況の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」 
（平成12 年5 月18 日環大二第 53 号環境庁大気保全局長通達） 

  
 附 則（平成23年9月14日） 
 １ 「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について（平成

17年6月29日 環管自発第 050629002号）」は、本通知により改める。 
 
 
 
② 自動車騒音常時監視マニュアルの改正について 
 （平成27年10月30日環水大自発 151030号環境省水・大気環境局自動車環境対策課長から都道府県及び  
  市（特別区）自動車騒音常時監視主管部局の長あて） 
 

 自動車騒音常時監視マニュアルについては、「自動車騒音常時監視マニュアルについて」（平成23年9月14日

環水大自発110914002 号）により通知したところであるが、平成27年4月1日に改正公布され、平成27年11月1日

施行される計量法関係省令（特定計量器検定検査規則（平成5年通商産業省令第70号））に対応するため、騒音

計の取扱方法等について改正し本文を環境省ホームページに掲載することとしたので通知する。 

 なお、掲載する環境省ホームページの詳細は別途担当者宛てに通知する。 

 都道府県及び市（特別区）におかれては、当該マニュアルを参考とし、引き続き、常時監視が経年的に系統立

てて行われるよう万全を期されたい。 

なお、本通知は地方自治法第 245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。 
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  ③ 自騒音に係る環境基準の評価マニュアルの改正について（通知）  
  （平成27年10月30日環水大大第 1510301号及び環水大自第 1510301号環境省水・大気環境局長から都道 
  府県及び市（特別区）環境担当部局長あて） 

 

 騒音に係る環境基準の評価マニュアルについては、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル Ⅰ．基本評価

編、Ⅱ．地域評価編（道路に面する地域）、Ⅲ．地域評価編（一般地域）の送付について」（平成12年5月15日

環大二第51号、環大企第101号）により都道府県、政令指定都市及び中核市宛てに送付したところであるが、今

般、下記の内容について改正を行い、一般地域及び道路に面する地域それぞれの環境基準の達成状況を評価する

方法及びそのための騒音の把握方法を示すマニュアルとして、一般地域編と道路に面する地域編に再編し本文を

環境省ホームページに掲載することとしたので通知する。 

 なお、掲載する環境省ホームページの詳細は別途担当者宛てに通知する。 

 今後の騒音に係る環境基準の測定及び評価等については、当該マニュアルを参考とされたいほか、各都道府県

におかれては関係町村へ周知されたい。 

 なお、本通知は地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。 

記 

改正内容 

・旧環境基準（昭和46年5月25日閣議決定）に関する記述を削除した。 

・計量法関係省令（特定計量器検定検査規則（平成5年通商産業省令第70号））の改正公布（平成27年4月1日）

施行（平成27年11月1日）に対応するため、騒音計の取扱方法等を変更した。その他日本工業規格等の変遷等

の反映を行った。 

・「自動車騒音常時監視マニュアル」（平成23年9月）との重複を極力排除した。 

・上記に伴い、重複する解説の集約等構成の見直しを実施。内容が重複する「Ⅰ基本評価編」を廃し、「一般地域
編」及び「道路に面する地域編」に統合した。 

 
 
 
④ 騒音に係る環境基準の改正について 
  （平成10年9月30日環大企第 257号環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて） 
 
騒音に係る環境基準(以下「環境基準」という。)は、平成 10年 9月 30日に環境庁告示第 64号として公布さ

れ、平成 11年4月1日から施行することとされた。 
昭和46年5月25日に閣議決定され設定された旧環境基準は、騒音の評価手法として騒音レベルの中央値(L50,T)

によることを原則として定められ、運用されてきたものである。しかし、その後の騒音影響に関する研究の進展、
騒音測定技術の向上等によって、近年国際的には、等価騒音レベル(LAeq.T)によることが基本的な評価方法として
広く採用されつつある。今回の環境基準の改正は、このような動向を踏まえ、平成 10年 5月22日の中央環境審
議会からの環境庁長官に対する答申「騒音の評価手法等の在り方について」(中環審第 132号)を受けて、騒音の
評価手法を騒音レベルの中央値(L50,T)から等価騒音レベル(LAeq.T)に変更するとともに、地域の類型区分を見直し、
また、最新の科学的知見に基づき基準値を再検討したものである。 
 このような環境基準の改正の趣旨にかんがみ、下記の事項に十分御留意の上、環境基準のそれぞれの地域の類
型を当てはめる地域の指定を行うほか、各関係行政機関と連携を図りつつ、環境基準達成のための施策の実施に
関し、格段の御努力を願いたく通知する。 
 おって、環境基準達成のための施策に関して、関係省庁に対し、別添の文書(略)を送付したので念のため申し
添える。 
 なお、「騒音に係る環境基準について」(昭和46年9月20日環大特第5号環境庁大気保全局長から各都道府県
知事あて通知)は、平成11年 3月31日をもって廃止する。 

記 
第一 地域の指定 
 環境基本法第16条第2項の規定に基づく「環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令」(平
成 5 年政令第 371 号)により地域の指定の権限は、当該地域が属する区域を管轄する都道府県知事に委任されて
いるので、次の事項に留意の上、遅くとも施行期日までに地域の類型を当てはめて、その指定を行われたい。 
１ 地域の類型AAは、単に病院等が集合して設置されている地域ではなく、地域の土地利用の実態からみて住宅
地以上に特に静穏を必要とする療養施設、社会福祉施設、文教施設等の施設が 集合して設置されている地域
のことである。 
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２ 地域の類型 A、B及び Cの当てはめは、原則として、都市計画法第 8条第 1項第一号に定める用途地域に準
拠して行うものとし、住宅の立地状況その他土地利用の実情を勘案して行うもの とする。 
(1) 地域の類型と用途地域の対応関係を述べると、おおむね次のとおりである。 

   地域の類型Aは、同法第 9条第1項から第4項までに定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専
用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域とする。 

   地域の類型Bは、同条第 5項から第7項までに規定する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
とする。 

   地域の類型Cは、同条第 8項から第11項までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地
域とする。 

   用途地域のうち、同法第 9 条第 12 項に定める工業専用地域については、地域の類型の当てはめを行わな
いものとする。 

(2) 地域の類型Cについては、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とされているので、現
状の住居の立地状況や土地利用動向について特に留意されたい。なお、現状で相当数の住居の土地利用が見
られず、今後も相当数の住居の土地利用が見込まれない場合には、地域の類型の当てはめを行わなくても差
し支えない。 

(3) 住居系用途地域(住専系用途地域を除く。)と工業系用途地域が隣接している一部の地域であって、用途地
域の区分に従っては騒音防止が著しく困難な場合には、用途地域の区分にとらわれることなく、騒音防止の
見地から地域の類型の当てはめを行われたい。 

(4) 地域の類型の当てはめは、原則として、用途地域に準拠して行われるものであるが、用途地域の定めのな
い地域についても、地域の類型の当てはめを行うことを妨げるものではない。当該地域の自然的条件、住宅
等の立地状況、土地利用の動向等を勘案し、用途地域の定められている地域の状況を参考にしつつ、相当数
の住居が所在する地域等に対し適切な地域の類型の当てはめを行われたい。 

３ 地域の指定を行ったときは、直ちに都道府県の公報に掲載するなどにより公示し、関係住民等に周知させる
よう配慮するとともに、遅滞なく環境庁に連絡されたい。 

４ 地域の指定の見直しは、おおむね 10年ごとに土地利用等の状況の変化に応じて行うとともに、土地利用計画
の大幅な変更があった場合にも速やかに行われたい。 
 

第二 評価方法等 
評価方法等については、環境基準に定められている事項のほか次の事項についても留意されたい。 
なお、騒音の評価のための測定の実施に関する細目的事項については、別途通知する予定である。 

１ 評価は、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって行うことが原
則である。これは、通常、音源側の面であると考えられるが、開放生活(庭、ベランダ等)側の向き、居寝室の
位置等により音源側と違う面となることがある。音源が不特定な場合には、開放生活側の向き等を考慮して騒
音の影響を受けやすい面を選ぶ必要がある。 

２ 透過する騒音に係る基準の評価に必要な「建物の防音性能値」は、外壁に用いられている資材、窓の構造等
の条件等から見込まれる窓閉め時の建物の防音性能の値で足り、測定によって個々に検証を行う必要はない。 

３ 評価のために測定を行う場合は、日本工業規格 Z8731に定める騒音レベル測定方法に従い、建物から 1～2メ
ートルの距離にある地点の騒音レベルを測定し、その値によって評価することを原則とする。当該建物による
反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するな
ど適切な措置を行うこととする。 

  測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する場合は、道路交通量、道路構造、音源からの距
離等のデータを用いて騒音レベルを推計し、その値によって評価することとする。 

４ 評価は、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによることを原則としているが、評価のために測
定を行う場合においては、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することも可能である。この
場合、連続測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で適切な実測時間とすることが必要
である。 

５ 道路に面する地域以外の地域において環境基準の達成状況の地域としての評価を行う場合は、一定の地域ご
とに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定する必要があるが、これは、道路に面する地域と比べる
と地域全体を支配する音源がなく、地域における平均的な騒音レベルをもって評価することが可能であるとの
考え方によるものである。なお、当該地点は、必ずしも住居等の建物の周囲にある地点である必要はなく、例
えば空き地であっても、当該地域の騒音を代表すると思われる地点であれば選定して差し支えない。 

６ 道路に面する地域において環境基準の達成状況の地域としての評価を行う場合は、一定の地域ごとに当該地
域内の全ての住居等のうち環境基準を超過する戸数及び超過する割合を把握して評価するものとされているが、
地域内の全ての住居等における騒音レベルを測定することは極めて困難であるため、原則として、一部を実測
し、これに基づいてそれ以外を推計することによって把握することとされたい。なお、将来的には全てを推計
によって把握することも考えられ、環境庁において推計手法の確立に向けて検討を進めているところである。 
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第三 その他 
１ 「道路に面する地域」とは、道路交通騒音が支配的な音源である地域のことである。 
  なお、道路交通騒音の影響が及ぶ範囲は、道路構造、沿道の立地状況等によって大きく異なるため、道路端
からの距離によって一律に道路に面する地域の範囲を確定することは適当ではない。 

２ 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。 
(1) 道路法第 3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては 4車
線以上の区間に限る。)。 

(2) 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第 1項第一号に定める自
動車専用道路。 

      地域の指定の周知に併せて、幹線交通を担う道路の定義を、都道府県の公報に掲載するなどにより、関係
住民等に周知させるよう配慮されたい。 

３ 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を
特定するものとする。 
(1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  15メートル 
(2) 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路  20メートル 

４ ｢住居等｣とは、旧環境基準においていう｢住居、病院、学校等｣と同義であり、その範囲を今回変更したもの
ではない。 

５ ｢個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる」
場合とは、通常、建物の騒音の影響を受けやすい面の窓が、空気の入れ換え等のために時折開けられるのを除
いて閉められた生活が営まれているということであり、それ以外の側面で主として窓を閉めた生活が営まれて
いることを必要としないが、窓を閉めた生活が営まれている理由としては、建物の防音性能が高められ、空調
設備が整備されているといった対策等により生活環境の確保が十分に図られていることが必要である。 

  幹線交通を担う道路に近接する空間に係る基準値の表の備考は、幹線交通を担う道路に近接する空間に在る
個別の住居等がこの要件を満たす場合には、幹線交通を担う道路に近接する空間における騒音に係る基準又は
屋内へ透過する騒音に係る基準が騒音に係る環境基準である旨を示すものであり、この要件について具体的事
例に即して疑義照会があったときには、貴職において上記を踏まえ適切に対応されたい。 

  なお、屋内へ透過する騒音に係る基準は、幹線交通を担う道路に近接する空間における道路交通騒音の実情
にかんがみると建物の防音工事等の沿道対策の推進も視野に入れた対策の目標として環境基準を機能させるこ
とが必要であると判断して設けたものである。 

６ 「道路に面する地域以外の地域が環境基準が施行された日以降計画された道路の設置によって新たに道路に
面することとなった場合」には、当該地域について、道路に面する地域の基準値が適用され、かつ、当該基準
値の達成期間は道路の供用時から直ちに達成又は維持されるよう努めなければならない。なお、既設の道路に
拡幅事業等が行われ、もともと既設の道路に面する地域である地域が事業後も道路に面する地域である場合に
は、既設の道路に係る達成期間(環境基準が施行された日より前に当該拡幅事業等が計画された道路にあって
は事業後の道路を既設の道路とみなした場合の達成期間)によるものとする。 

  また、「環境基準が施行された日より前に計画された道路の設置によって新たに道路に面することとなった
場合」には、道路に面する地域の基準値が適用され、かつ、当該基準値の達成期間は、既設の道路に面する地
域における達成期間の原則が準用されるため、環境基準の施行の日から起算して10年以内又は 10年を超える
期間で可及的速やかにである。 

  なお、ここでいう計画された道路とは、環境影響評価及び都市計画に係る手続等において既に公告縦覧、地
元説明等が行われた道路を指す。 

７ 「幹線交通を担う道路に近接する空間の背後地に存する建物の中高層部に位置する住居等」とは、マンショ
ンの中高層部に位置する住居などのことであり、これが位置する高さについては制限はない。 

８ 「その面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められ」る場合とは、「個別の住居等において騒音の
影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる」場合と同義である。 

 

 

 
⑤ 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準について 
（平成13年1月5日環大企第 3号環境庁大気保全局長から知事あて） 

 
騒音に係る環境基準等の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準が下記のとおり定められ

たので、通知する。 
記                               

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成 11年法律第87号）の制定により、環境基
本法（平成 5年法律第91号）第 16条第2項の規定により、環境基本法第 16条第1項の基準についての同条第2
項の規定による地域の指定に関する事務は、その地域が属する都道府県知事が処理するものとされた。このうち、
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同法第 40条の2及び同条の規定に基づく「環境基準に係る地域又は水域の指定の事務に関する政令」（平成 5年
政令第 371号）第2条の規定により、交通に起因して生ずる騒音に係る地域の指定に関する事務は、都道府県知
事が地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務として行うことと
された。都道府県知事が事務を行う際には、「騒音に係る環境基準について」（平成 10年9月環境庁告示第64号）
に定めるほか、別添により地域の類型を当てはめて、その指定を行われたい。 
 
別 添 
騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定について 

１ 地域の類型A、B及びCの当てはめは、原則として、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第8条第1項第
一号に定める用途地域に準拠して行うものとし、住宅の立地状況その他土地利用の実情を勘案して行うものと
する。 
(1) 地域の類型と用途地域の対応関係を述べると、おおむね次のとおりである。 
   地域の類型Aは、同法第９条第 1項から第4項までに定める第 1種低層住居専用地域、第 2種低層住居専
用地域、第1種中高層住居専用地域及び第 2種中高層住居専用地域とする。 

   地域の類型Bは、同条第 5項から第7項までに規定する第 1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
とする。  

   地域の類型Cは、同条第 8項から第11項までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業
地域とする。  

   用途地域のうち、同条第 12項に定める工業専用地域については、地域の類型の当てはめを行わないもの
とする。                                           

(2) 地域の類型Cについては、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とされているので、現
状の住居の立地状況や土地利用動向について特に留意されたい。なお、現状で相当数の住居の土地利用が見
られず、今後も相当数の住居の土地利用が見込まれない場合には、地域の類型の当てはめを行わなくても差
し支えない。 

(3) 同条第 5項から第 7項までに規定する第 1種住居地域、第 2種住居地域及び準住居地域と同条第 10項及
び第 11 項に規定する準工業地域及び工業地域が隣接している一部の地域であって、用途地域の区分にした
がっては騒音防止が著しく困難な場合には、用途地域の区分にとらわれることなく、騒音防止の見地から地
域の類型の当てはめを行うこととする。 

(4) 地域の類型の当てはめは、原則として、用途地域に準拠して行われるものであるが、用途地域の定めのな
い地域についても、地域の類型の当てはめを行うことを妨げるものではない。当該地域の自然的条件、住宅
等の立地状況、土地利用の動向等を勘案し、用途地域の定められている地域の状況を参考にしつつ、相当数
の住居が所在する地域等に対し適切な地域の類型の当てはめを行うこととする。 

(5) なお、地域の類型AAは、単に病院等が集合して設置されている地域ではなく、地域の土地利用の実態から
みて住宅地以上に特に静穏を必要とする療養施設、社会福祉施設、文教施設等の施設が集合して設置されて
いる地域のことである。 

２ 地域の指定の見直しは、おおむね 10年ごとに土地利用等の状況の変化に応じて行うとともに、土地利用計画
の大幅な変更があった場合にも速やかに行うこととする。 

３ 「騒音に係る環境基準について」の第 1の1中「道路に面する地域」とあるのは、道路交通騒音が支配的な
音源である地域のことをいう。 
なお、道路交通騒音の影響が及ぶ範囲は、道路構造、沿道の立地状況等によって大きく異なるため、道路端

からの距離によって一律に道路に面する地域の範囲を確定することは適当ではない。 
４ 「騒音に係る環境基準について」の第 1の1中「幹線交通を担う道路」とあるのは、次に掲げる道路をいう
ものとする。 
(1) 道路法（昭和27年法律第 180号）第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村
道（市町村道にあっては 4車線以上の区間に限る。）。 

(2) 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則（昭和 44年建設省令第49号）
第7条第1項第一号に定める自動車専用道路。 

５ 「騒音に係る環境基準について」の第 1の1中「幹線交通を担う道路に近接する空間」とあるのは、次の車
線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。 
(1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル 
(2) 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル 

６ 地域類型の当てはめを行うにあたっては、以下に掲げる達成期間についての考え方を考慮して行うものとす
る。 

  道路に面する地域以外の地域が環境基準が施行された日以降計画された道路の設置によって新たに道路に面
することとなった場合には、当該地域について、道路に面する地域の基準値が適用され、かつ、当該基準値は
道路の供用時から直ちに達成又は維持されるよう努めなければならない。なお、既設の道路に拡幅事業等が行
われ、もともと既設の道路に面する地域である地域が事業後も道路に面する地域である場合には、既設の道路
に係る達成期間（環境基準が施行された日より前に当該拡幅事業等が計画された道路にあっては事業後の道路
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を既設の道路とみなした場合の達成期間）によるものとする。 
  また、環境基準が施行された日より前に計画された道路の設置によって新たに道路に面することとなった場
合には、道路に面する地域の基準値が適用され、かつ、当該基準値は、既設の道路に面する地域における達成
期間の原則が準用されるため、環境基準の施行の日から起算して 10年以内又は10年を超える期間で可及的速
やかに達成されるよう努めなければならない。 

  なお、ここでいう計画された道路とは、環境影響評価及び都市計画に係る手続等において既に公告縦覧、地
元説明等が行われた道路を指す。 

 
 
 
（５） 要請限度 

 
① 騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省
令 

(平成12年総理府令第 15号) 
(定義) 

第１条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 車線 一縦列の自動車(2 輪のものを除く。)が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の
車道の部分をいう。 

二 幹線交通を担う道路道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道
府県道及び市町村道(市町村道にあっては四車線以上の車線を有する区間に限る。)並びに道路運送法(昭和
26年法律第 183号)第 2条第 8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和 44年建設省令
第49号)第7条第一号に規定する自動車専用道路をいう。 

三 昼間 午前6時から午後 10時までの間をいう。 
四 夜間 午後10時から翌日の午前 6時までの間をいう。 
五 デシベル 計量法(平成 4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。 
(自動車騒音の限度) 

第２条 騒音規制法第17条第 1項の環境省令で定める限度(以下「限度」という。)は、別表のとおりとする。 
(幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例 

第３条 別表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(二車線以下の車線を有する道路の場合は
道路の敷地の境界線から 15 メートル、二車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 20
メートルまでの範囲をいう。)に係る限度は、前条の規定にかかわらず、昼間においては 75デシベル、夜間に
おいては70デシベルとする。 
(都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度) 

第４条 前2条の規定にかかわらず、別表に掲げる区域のうち学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合し
て設置されている区域又は幹線交通を担う道路の区間の全部又は一部に面する区域に係る限度は、都道府県知
事(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)第4条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)及び都道府
県公安委員会が協議して定める自動車騒音の大きさとすることができる。 
(自動車騒音の測定方法等) 

第５条 前3条に規定する限度は、次に掲げる方法により測定した場合における値によるものとする。 
一 騒音の測定は、計量法第 71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。 
二 騒音の測定は、道路に接して住居、病院、学校等の用に供される建築物(以下「住居等」という。)が存し
ている場合には道路の敷地の境界線において行い、道路に沿って住居等以外の用途の土地利用が行われてい
るため道路から距離をおいて住居等が存している場合には住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地
点において行うものとする。これらの場合において、測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向において生活
環境の保全上騒音が最も問題となる位置とする。 

三 騒音の測定は、当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、連続する 7日
間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる 3日間について行うものとする。 

四 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。 
五 騒音の測定方法は、原則として、日本工業規格 Z8731に定める騒音レベルの測定方法によるものとし、建
築物による無視できない反射の影響を避けうる位置で測定するものとする。ただし、建築物と道路との間(道
路の敷地の境界線を含む。)の地点において測定を行い、当該建築物による無視できない反射の影響を避ける
ことができない場合において、当該影響を勘案し実測値を補正するなど適切な措置を講ずるときは、この限
りでない。 

六 自動車騒音以外の騒音又は当該道路以外の道路に係る自動車騒音による影響があると認められる場合は、
これらの影響を勘案し実測値を補正するものとする。 

七 騒音の大きさは、測定した値を時間の区分ごとに3日間の原則として全時間を通じてエネルギー平均した
値とする。 
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別表 

１
２
３

区域の区分 時間の区分 昼 間 夜 間 

a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 65デシベル 55デシベル 

a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 70デシベル 65デシベル 

b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及び 
c区域のうち車線を有する道路に面する区域 

75デシベル 70デシベル 

備考 
a区域、ｂ区域及びc区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。 
一 a区域 専ら住居の用に供される区域 
二 b区域 主として住居の用に供される区域 
三 c区域 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 

附 則 
この府令は、平成12年4月 1日から施行する。 

② 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令
の改正について（技術的助言）
（平成12年7月17日環大一第 102号環境庁大気保全局長から知事あて）

騒音規制法（昭和43年法律第 98号。以下「法」という。）第 17条第1項の規定に基づく指定地域内における
自動車騒音の限度（以下「要請限度」という。）は、従来、騒音規制法第 17条第1項の規定に基づく指定地域内
における自動車騒音の限度を定める命令」（昭和 46年総理府・厚生省令第 3号）をもって定められてきたところ
である。 
今般、「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令」

（平成 12年総理府令第15号。以下「総理府令」という。）が、平成 12年3月2日に公布され、平成 12年4月
1日から施行されたことに伴い、騒音の評価手法が、騒音レベルの中央値（L50,T）から等価騒音レベル（LＡeq,T）へ
変更され、これに関連して要請限度の限度値、区域の区分等が見直された。 
今回の改正では、中央環境審議会から環境庁長官に対する答申（平成 11年10月6日中環審第 156号）を踏ま

え、要請限度を、環境基本法（平成 5年法律第91号）第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準（以下
「環境基準」という。）の達成に向けて講じられる諸施策の 1つであるとして、「騒音に係る環境基準について」
（平成 10年9月環境庁告示第 64号）をもって定められた環境基準との整合性に留意しつつ、その設定を行った
ものである。 
このような要請限度の改正の趣旨にかんがみ、下記の事項に十分留意の上、総理府令の適正かつ実効ある施行

のために格段のご努力をお願いする。 
記 

第１ 区域の区分について 
１ 要請限度は環境基準の達成に向けて講じられる諸施策の一つであることから、今回の要請限度の改正に伴い、
区域の区分を行う場合、環境基準における地域の類型と整合させることが望ましい。改正前の要請限度に係る
区域の区分は、原則として法第 4条第1項の規定に基づき都道府県知事が設定する区域の区分と一致させて定
めることとされてきたが、今回の改正に伴い新たな区域の区分が設定されたため、指定地域内において新たに
区域の区分を行う必要がある点に留意されたいこと。 

２ 都市計画法第8条第1項第一号に定める用途地域（工業専用地域を除く。）の定めのある地域については、
区域の区分を行う場合には、次を参考とされたいこと。 
(1) 備考第1号の「a区域」とは、都市計画法第 9条第1項から第4項までに規定する第 1種低層住居専用地
域、第2種低層住居専用地域、第 1種中高層住居専用地域及び第 1種中高層住居専用地域であること。

(2) 備考第 2号の「b区域」とは、都市計画法第 9条第 5項から第 7項までに規定する第 1種住居地域、第 2
種住居地域及び準住居地域であること。

(3) 備考第3号の「c区域」とは、都市計画法第 9条第8項から第11条までに規定する近隣商業地域、商業地
域、準工業地域及び工業地域であること。

３ 区域の区分は、住民の生活環境を保全する観点から行うものであり、用途地域の定めのない地域についても
指定を妨げるものではなく、騒音防止の見地から適宜行われたいこと。現に用途地域の定めのない地域につい
ては、今後の用途地域の指定の動向、現に用途地域の定めのある地域の状況等を参考にして区域の区分を行う
ことが望ましい。 
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第２ 自動車騒音の測定について 
 自動車騒音の測定にあたっては、次の点を参考とされたいこと。 

１ 騒音計は普通騒音計、精密騒音計又はこれらと同等以上の測定器のうち、計量法（平成 4年法律第51号）第
71条の条件に合格した特定計量器を使用する。等価騒音レベルの演算は、原則として積分平均型騒音計又はこ
れと同等の機能を有するレベル処理器を用いるものとする。 

２ 自動車騒音以外の騒音又は当該道路以外の道路に係る自動車騒音による影響があると認められる場合、これ
らの影響を勘案し実測値を補正するものとする。具体的には、測定にあたり、航空機騒音、鉄道騒音及び建設
作業騒音等について、以下の方法により除外することとし、これらの方法では除外できない場合は、推計によ
り補正するものとする。 
(1) 測定員が監視していない場合は、除外すべき音が発生したときのデータを除いて統計処理する。
(2) 測定員が常に監視している場合は、除外すべき音が発生した時点で騒音計の一時停止ボタンを押す等によ
り騒音計による測定を一時停止させ、適切な時間が経過後、測定を再開、継続する。

３ 総理府令の第5条第二号にいう「住居等以外の用途の土地利用が行われている」とは、緑地帯、公園、田畑
や店舗、工場等のみが立地し、住居等が立地していないことである。 

４ 測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向において生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置とし、一般的
な平地における平面道路（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、高架の道路を併設する等ではない道路の
ことをいう。）の場合は原則として地上 1．2メートルとする。 

５ 総理府令の騒音の大きさの値が通常の運行パターンを前提に定められている趣旨にかんがみ、対象とする自
動車騒音は原則として交差点を除く部分に係るものとしており、騒音の測定場所については原則として交差点
に面する地点は除くこととしている。ただし、交差点近辺の生活環境保全が特に問題となっている場合には、
実状に応じて適宜対処するものとする。 

６ 1日あたりの測定は、基準時間帯（昼間（6：00～22：00）と夜間（22：00～6：00）の 2つの時間帯をいう。）
ごとの全時間を通じて行うことを原則とするが、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮するこ
ともできるものとする。この場合の実測時間は、連続測定を行った場合と比べて統計的に十分な精度を確保し
うる範囲内とする。 

７ 測定は、連続する 7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる 3日を選定し、1日あたりの
測定を 3日間行う。この場合、3日間は連続したものとする必要はない。騒音測定時の天候が降雨、降雪の場
合や風雑音、電線その他による風切り音等により測定値に影響がある場合は測定を中止するものとする。 
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